
　※1　研修室、会議室のボイラーは主競技場または柔剣道場においてボイラー使用時のみ使用可とする。

紫波運動公園･紫波町総合体育館料金表

９時から 12時から 17時から ９時から 12時から ９時から

12時まで 17時まで 21時まで 17時まで 21時まで 21時まで

15,000円 25,000円 20,000円 40,000円 45,000円 60,000円

3,750円 6,250円 5,000円 10,000円 11,250円 15,000円

600円 1,000円 800円 1,600円 1,800円 2,400円

300円 500円 400円 800円 900円 1,200円

総合体育館暖房料
全面

研修室・第３会議室エアコン設備1回の使用につき５３０円

競技場、研修室、会議室のストーブ使用料は、１台１時間あたり
ジェットヒーター ４1０円、遠赤パネルヒーター２００円、ブルーヒーター １５０円、ポットストーブ ９０円

主 競 技 場

柔 剣 道 場

　　　　　　研　修　室　※1

　　　　　　会　議　室　※1

ボ
イ
ラ
ー

児童・生徒 放送設備 1回５５０円　

学生・一般 ｽｺｱﾎﾞｰﾄﾞ 1時間５５０円　

児童・生徒

学生・一般

児童・生徒

学生・一般

児童・生徒

学生・一般

令和８年４月１日から適用する

 ・町外団体及び個人は普通使用料の

   ２倍に相当する額を別に徴収する。

児童・生徒 １６０円

テニスコート使用料
区　分 １時間までごとに

学生・一般 ４２０円

電  灯  料 ２００円

 ・矢巾町民は町内料金扱いとする。

野球場使用料
土曜日または休日 その他の日（平日）

３，４３０円

設備使用料

１時間までごとに

入場料等を徴
収しない場合

　　３３０円 　　３３０円

１，４３０円 １，０００円

入場料等を徴
収する場合＿

１，６５０円 １，３２０円

４，２９０円

１時間までごとに １団体１回ごとに １人１時間までごとに

陸上競技等
　　３５０円 　　５５０円 　５０円

　　８８０円

陸上競技場使用料
貸切使用 団体使用 個人使用

　※　町外団体及び個人とは、紫波町外 (矢巾町を除く) に居住する者 (法人又は、団体にあっては、事務所の所在地が町外である団体) が

　　　 使用する場合をいう。

　※　使用料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含むものとする。

　※　「入場料を徴収する場合」とは、入場料、会費又はこれらに類似する料金をいい、「入場料を徴収しない場合」とはそれ以外の場合をいう。

１，４３０円 １４０円

サッカー又は
ラグビー競技

　　６８０円 設備使用料

１，７５０円 放送設備 １回　５５０円

全面 半面 全面 半面

１時間までごとに １区分１時間までごとに １時間までごとに １区分１時間までごとに

児童・生徒 　　３３０円 　　１６０円 　　４９５円 　　２４０円

学生・一般 　　８５０円 　　４２０円 １，２７５円 　　６３０円

児童・生徒 １，６５０円 　　８２０円 ２，４７５円 １，２３０円

学生・一般 ４，２９０円 ２，１４０円 ６，４３５円 ３，２１０円

児童・生徒 　　５５０円

学生・一般 １，４３０円

児童・生徒

学生・一般

　　５７０円

　　２８０円

全面 半面

児童・生徒

学生・一般

児童・生徒

学生・一般

研　修　室

　　７４０円 ３６０円

総合体育館電灯料

     １２０円 　６０円柔　剣　道　場

会　議　室

　・放送設備

1回　５５０円

１時間までごとに

主　競　技　場

体育館付属設備
使用料

幼児高齢者体育室

１４０円

総合体育館使用料

主競技場又
は柔剣道場

普　通　使　用　料
（午前９時～午後９時）

卓　　球　　室
　５０円

１４０円

　５０円

入場料等を徴
収する場合

トレーニング室

入場料等を徴
収しない場合

個人

　５０円

１４０円

　５０円

時間外使用料
（午前９時以前、午後９時以降）

普通使用料の100分の150

　備考

　・矢巾町民は町内料金扱いとする。
　・町外団体及び個人は普通使用料の２倍に相当する額を別に徴収する。

１人２時間までごとに

団体使用
のみの貸出

個人使用のみの受付


